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宮城県精神保健福祉審議会からの御意見１

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 委員名 反映有無

1
【現状と課

題】

１宮城県の

精神疾患と

こことの健

康の現状

ー ー

（一項目後段）

●～（略）疾患別にみると、気分（感情）障害（躁うつ病を含む）が最も多

く、次いで神経症性障害・ストレス関連障害、統合失調症が多くなっていま

す。

（意見）

・気分障害の増加率は、全国と比べても突出した増加率になっている可能性は

ないでしょうか？この点についても、宮城県に特徴があれば、記述が必要では

ないでしょうか？

　ご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

　なお、令和２年の患者調査によると、全国の「気分［感情］障害（躁うつ病

を含む）」患者数は、１，７２１千人であり、平成２９年の１，２７６千人に

比べ、１．４倍増加しています。一方、宮城県の同疾患の患者数は、令和２年

が４７千人に対し、平成２９年は１７千人であり、約３倍に増加しておりま

す。

（修正後本文）

●～（略）疾患別にみると、気分（感情）障害（躁うつ病を含む）が最も多

く、次いで神経症性障害・ストレス関連障害、統合失調症が多くなっていま

す。また、令和２（２０２０）年の気分（感情）障害（躁うつ病を含む）患者

数は、平成２９（２０１７）年調査と比較すると、大きく増加しています。

原委員

（宮精診意

見）

〇

2
【現状と課

題】

１宮城県の

精神疾患と

こことの健

康の現状

ー ー

二項目目

● 性別•年齢階級別の受療率をみると、男女とも年齢とともに増加傾向にあり

ますが、男性では７５歳以上、女性では６５歳～７４歳で数値が高くなってい

ます。

認知症増加のため？分析が必要 患者調査において、認知症は「その他の精神及び行動の障害」、「神経系の疾

患」、「その他の脳血管疾患」に含まれているものと考えられます。男性の７

５歳以上においては、「その他の精神及び行動の障害」の数値が一番高い一方

で、女性の６５歳～８４歳においては、「統合失調症，統合失調症型障害及び

妄想性障害」「気分［感情］障害（躁うつ病を含む）」が高くなっています。

８５歳以上になると女性も「その他の精神及び行動の障害」が大半を占める状

況となっており、全国的にみても同じ状況となっています。データをもとに、

関係課室とも協議し、個別の施策の中で対応してまいります。

原委員 ー

3
【現状と課

題】

１宮城県の

精神疾患と

こことの健

康の現状

ー ー

三項目目

● 令和４年国民生活基礎調査で、悩みやストレスありと回答した人の割合

は、宮城県で４７．６％であり、全国の４６．１％を上回っています。（４７

都道府県中５番目に高い）

その要因は何か？分析が必要 国民生活基礎調査の結果を要因別にみると、全国では「収入・家計・借金等」

が２７．３%、「自分の病気や介護」が２４．３%と上位を占めているのに対

し、本県では「自分の仕事」が３４．９%、「収入・家計・借金等」が２８．

０%となっております。データをもとに、関係課室とも協議し、個別の施策の

中で対応してまいります。

原委員 ー

4
【現状と課

題】

１宮城県の

精神疾患と

こことの健

康の現状

ー ー

（記載なし） （意見）

・「その他の精神及び行動の障害」は発達症を主に反映してるようですが、全

国的のデータでは２倍以上に増えているはずです。しかし、宮城県では、平成

29年に急な増加が起こり、令和2年では横ばいになっています。全国のデータ

と比べた、人口比で考えた場合の患者数は宮城県はどんな位置づけになります

でしょうか？発達症の対策を考える上で重要な分析になるのではないかと思い

ます。

患者調査結果によれば、全国の「その他の精神及び行動の障害」は、ご指摘の

とおり平成２９年から令和２年にかけて２倍以上に増えております（平成２９

年３３０千人、令和２年８０５千人）。しかし「その他の精神及び行動の障

害」には発達症以外の疾患も含まれており、宮城や全国の増加のタイミングや

その理由について詳細な検討は難しいものと思われます。データをもとに、関

係課室とも協議し、個別の施策の中で対応してまいります。

原委員

（宮精診意

見）

×

5
【現状と課

題】

１宮城県の

精神疾患と

こことの健

康の現状

ー ー

（記載なし） （意見）

・全国のデータでは、2020年は、25歳未満の患者数は2017年の38.5万人から

79万人と約2倍に増え、少子化の進行にも関わらず若年層での増加率は他の年

齢層と比べても著しく高くなっており、他の年齢階級の1.3～1.5倍よりも大き

く増えています。宮城県の場合についても性別•年齢階級別の受療率につい

て、細かいデータと分析をお願いしたいです。コロナ禍、コロナ禍後、特に若

年層の受療が増えていると思います。施策の方向で早期介入を協商しています

が、この視点からもこの年代について、特に強い注目を当てて、データの分析

を行うべきと考えます。

令和２年の患者調査によると、本県の１５歳以上２５歳未満の受療率は、２１

４（人口１０万対）となっており、前回調査（平成２９年）時の１５１（人口

１０万対）よりも増えています。疾患・障害別にみると「神経症性障害，スト

レス関連障害及び身体表現性障害」が３６．４%、次いで「その他の精神及び

行動の障害」が３２．２%、次いで「気分［感情］障害（躁うつ病を含む）」

が２８．０%となっており、全国よりも「神経症性障害，ストレス関連障害及

び身体表現性障害」が多い状況にあります。男女別にみると、男性が１８４

（人口１０万対）、女性が２４５（人口１０万対）と女性の方が多い状況と

なっており、全国も同様の状況です。また、２５歳未満の男性は「気分［感

情］障害（躁うつ病を含む）」と「神経症性障害，ストレス関連障害及び身体

表現性障害」が３５．９%と同じ割合であり、全国と比較すると本県の方が多

い状況となっています。２５歳未満の女性は「神経症性障害，ストレス関連障

害及び身体表現性障害」が３７．１%を占めており、全国と同様に多い状況に

あります。

原委員

（宮精診意

見）

ー

6
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（１）精神

医療保健

サービスへ

のアクセシ

ビリティと

相談・普及

啓発体制

ー

（一項目目前段）

● こころの健康は、からだの健康とともに保持・増進していくことが望まし

く、早期に対応することが重要です。しかし、精神疾患は症状が多様であると

ともに自覚しにくいという特徴があり、症状が比較的軽いうちには精神科を受

診せず、症状が重くなり入院治療が必要な状態になって初めて精神科病院や精

神科診療所への受診につながることもあります。また、重症化してしまうと、

長期の入院が必要となってしまう場合もあります。一方で、精神科医療機関受

診の新規予約が困難で、県民が必要な精神医療保健サービスを受ける機会を得

ることに苦労することが多いという声もあります。そのため、宮城県の診療体

制の調整、整備に加え、不調を感じた本人や家族が早期に相談や受診ができる

体制を整備することが必要となっています。

（意見）

従来の精神疾患への対応をイメージした記載になっているように思います。８

次医療計画では、もっと広く心の健康やダイバーシティに関する普及啓発を促

進し、相談体制や精神医療保健サービスへのアクセシビリティの向上や専門性

の高い医療サービスから地域の保健、福祉のサービスまでがシームレスに連携

する体制を図ることを目指すイメージではないのでしょうか。

ご意見を踏まえ、下記のとおり修正いたします。

（修正後本文）

●  こころの健康は、からだの健康とともに保持•増進していくことが望まし

く、早期に対応することが重要です。しかし、精神疾患は症状がこころの健康

の問題は多様であるとともに自覚しにくいという特徴があり、症状が比較的軽

いうちには精神科を受診せず、症状が重症化してから初めて精神科病院や精神

科診療所を受診することもあります。また、重症化してしまうと長期の入院が

必要となってしまう場合もあります。一方で、精神科医療機関受診の新規予約

が困難で、県民が必要な精神医療保健サービスを受ける機会を得ることに苦労

することが多いという声もあります。そのため、宮城県の診療体制の調整、整

備に加え、不調を感じた本人や家族が早期に相談や受診ができるよう、普及啓

発や相談支援体制を整備し、医療、保健、福祉等の切れ目のない支援体制の強

化が必要です。

富田委員 〇

1



宮城県精神保健福祉審議会からの御意見２

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 委員名 反映有無

7
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（２）精神

障害にも対

応した地域

包括ケアシ

ステム

ー

（一項目）

●  ～（略）また、長期間入院している精神障害者の地域移行を進めるに当

たっては、日常生活圏域を基本に市町村を中心とした地域精神保健医療福祉の

一体的な取組の推進に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のな

い、あらゆる人が共生できる包摂的（インクルーシブ）な社会（地域共生社

会）を構築していくことが望まれます。

（追加）

●  ～（略）また、長期間入院している精神障害者の地域移行を進めるに当

たっては、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に

加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が共生で

きる包摂的（インクルーシブ）な社会（地域共生社会）を構築していくことが

望まれます。また、宮城県は全国的にみても、自治体のパートナーシップ制度

の導入や性別不合の医療保健体制の整備が遅れており、普及啓発や体制整備を

進める必要があります。

現状と課題（５）多様な精神疾患等　にて下記のとおり記載していることか

ら、（２）への追記は対応しないこととさせていただきます。

【参考本文（５）多様な精神疾患等】

宮城県において整備が遅れているサービスとして、性別不合の医療保健体制や

中枢性過眠症の診療体制の整備の遅れ等の体制上の課題を有しており、解決に

向けて取り組む必要があります。

富田委員 ×

8
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（２）精神

障害にも対

応した地域

包括ケアシ

ステム

ー

（三項目）

● 人口１０万人当たりの精神病床数は２６８．１で全国平均２５７．８を上

回っています。

（意見）

・なぜ上回っているのかを解析すべき

基準病床数は、医療法第３０条の４第２項第１７号の規定に基づくものです。

基準病床数に対する既存病床数は、第４次地域医療計画では下回っていたもの

の（基準病床数：７４９７床、既存病床数：５，７６４床）、第５次地域医療

計画において上回っております（基準病床数：４，６２７床、既存病床数：

６，４９５床）（第６回審議会資料３スライド２参照）。また、人口の減少等

もあり、現在の既存病床数６，１２４床に至っております。そのため、第４次

から第５次医療計画への移行の際に、既存病床数が基準病床数を上回ったこと

が要因と考えております。

原委員 ー

9
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（２）精神

障害にも対

応した地域

包括ケアシ

ステム

ー

（四項目）

●令和元年（２０１９年）の退院患者の平均在院日数は１２１．８日で、全国

平均１１０．３日より長くなっています＊3。また、精神病床における入院後

の退院率を見ると３ヶ月時点で５８．６％、６ヶ月時点で ７６．４％、１

２ヶ月時点で８６．１％であり、いずれも全国値を下回っています。

（意見）

・宮城県では高齢者を対象としている精神科病院の病床数が全国に比較して多

いといった現状があります。

宮城県病院状況調査において、令和●年の任意・医保入院者のうち６５歳以上

が占める割合については、それぞれ６２%（任意）、７３％（医保）という現

状です。また、令和４年度の６３０調査においては、全入院患者に占める６５

歳以上の患者の割合は、宮城県は６４．２％、全国は６３．１％となっており

ます。データをもとに、関係課室とも協議し、個別の施策の中で対応してまい

ります。

原委員 ×

10
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（４）身体

合併症治療
ー

（一項目）

●身体疾患治療の必要な精神疾患患者については、精神病床を有する一般病院

（４病院）において、身体疾患を治療する科と精神科の連携により総合的な治

療が提供されているほか、一部の精神科病院において専任の内科医等を配置す

るなどにより対応しています。しかしながら、対応できる医療機関が仙台医療

圏に偏在しており、身近な医療機関での対応が困難な状況となっています。医

療体制の整備として一般病院や地域の中核病院と精神科病院や精神科診療所と

の連携推進が求められています。

（意見）

・その実態についての具体的なデータを示してください。病院やクリニックに

通院している方で、がんなどを患っている方がいますが、問題なく手術や入院

治療を行っていただいています。

NDBデータにおける、県内の精神病床における精神科救急・合併症入院料又

は精神科身体合併症管理加算を算定した患者数（実数）は下記のとおりです。

H３０：６１１、R１：６３４、R２：６１１

原委員 ー

11
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（４）身体

合併症治療
ー

（一項目前段）

● ～（略）しかしながら、対応できる医療機関が仙台医療圏に偏在してお

り、身近な医療機関での対応が困難な状況となっています。（略）

● ～（略）しかしながら、対応できる医療機関が仙台圏に偏在しており、身

近な医療機関での対応が困難な状況となっています。（追加図表：総合病院と

精神科病院一覧参照）（略）

総合病院（平成８（１９９６）年の医療法改正により、現在は地域支援病院や

特定機能病院と称されております）における精神科医師の配置や精神科医療の

提供の実情を鑑み、ご提案の図表の追加はしないこととします。また、【図５

－２－５－８】において、精神病床を有する一般病院をお示ししております。

角藤委員 ×

12
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（４）身体

合併症治療
ー

（記載なし） 三項目として富田委員から出された文案に対する追記意見

（文案）

● 宮城県立精神医療センターにおける身体合併症治療体制は現状、不十分で

あり、喫緊の課題として強化を進めます。新興感染症の発生・まん延時にも、

強化された身体合併症治療体制を有する政策医療の拠点として、対応可能な体

制を整備することを目指します。

（意見）

・身体合併症治療体制を備えた拠点施設となると、精神科と精神科病床を備え

たフルスペックの一般病院でなければ不可能です。それの整備を目指すことを

書きこむべきです。

ご意見の身体合併症治療体制を備えた拠点施設の整備については、医療機関の

設備や精神科・一般科の医師の配置の実情を踏まえた検討が必要と考えており

ます。そのため、第８次地域医療計画においては、【取り組むべき施策】に下

記のとおり記載しております。

（二項目）

●精神科病院や精神科診療所と一般医療機関の関係者との協議等を通して、身

体合併症治療を要する精神疾患患者へ適切な医療が提供されるよう医療体制の

整備を推進します。（略）

（三項目）

●入院治療の必要な精神疾患患者への身体疾患治療については、一般病院にお

ける医療の提供を促進します。

岡崎委員 ×

2



宮城県精神保健福祉審議会からの御意見３

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 委員名 反映有無

13
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（６）自死

対策
ー

（一項目）

●宮城県の自殺者数は、減少傾向にありますが、令和４（２０２２）年の自殺

者数は３９６人となっており、依然として多くの方が自死により亡くなってい

る状況にあります。また、死因に占める自死の状況を年齢階級別で見ると、３

９歳以下の若年層で自死の割合が最も高くなっています。

●   宮城県内の自殺者数は、減少傾向にありますしたが、コロナ禍を機に令和

３年（２０２１年）の自殺者数は３９２人となっており、依然として多くの方

が全国的にみても年々、自死により亡くっている状況にあります。なる方が増

加傾向にあります。また、死因に占める自死の状況を年齢階級別でみると、３

９歳以下の若年層で自死の割合が最も高くなっています。また、女性、さら

に、高齢者の自死の割合も高くなっています。

・H３０からR４までの「地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）」にお

いて、宮城県における自殺者数のうち、高齢者（６０歳以上）が占める割合は

下記のとおりとなっており、増加しているとは言えないと思われるため、記載

しておりません。

H３０：３５．８１％、R１：３３．８２％、R２：３５．０２％、

R３：３３．９８％、R４：３３．６４％

・ご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

（修正後文案）

●  宮城県内の自殺者数は、減少傾向にありますしたが、令和４年（２０２２

年）の自殺者数は３９６人となっており、依然として多くの方が自死により亡

くなっている状況にあります。全国と同様に新型コロナウイルス感染症拡大の

影響等を受け、増加に転じています。また、死因に占める自死の状況を年齢階

級別で見ると、３９歳以下の若年層で自死の割合が最も高くなっています。ま

た、宮城県における自殺者数のうち、女性が占める割合も高くなっています。

原委員

（宮精診意

見）

〇

14
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（６）自死

対策
ー

（三項目）

● 救急医療機関と精神科との連携や、救急医療機関と地域との連携を強化す

るなど自殺未遂者の対策や、新型コロナウイルス感染症拡大等による社会情勢

の変化の影響を大きく受ける家庭や学校での子ども•若者及び女性の自死対

策、職場におけるメンタルヘルス対策が、更に重要となっています。

（意見）

・いじめやハラスメントに対しての取組を示す必要があると思います。

「宮城県自死対策計画」見直し中間案の中で、子ども・若者の自死対策を更に

推進することのうち、児童生徒が抱えるいじめや不登校の問題への対策に引き

続き取り組むこととしているため、地域医療計画において詳細な記載は行わな

いこととします。

また、ハラスメントに対しての取組についても、勤務・経営問題による自死対

策として、労働環境の改善や働きやすい職場環境づくりの促進を掲げていま

す。

原委員 ×

15
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（８）医療

観察法の対

象となった

方に対する

医療

ー

（一項目）

●平成１７（２００５）年７月に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律」が施行されており、同法で規定する指定

通院医療機関は、令和５（２０２３）年４月現在、宮城県に１４病院、３診療

所、１３訪問看護ステーションがあります。なお、指定入院医療機関は宮城県

にはありません。

（意見）

・現在何人が通院していますか？現状を知るために、通院者数と現在の入院者

数を明らかにすべきと考えます。

ご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

（修正後文案）

●平成１７（２００５）年７月に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律」が施行されており、同法で規定する指定

通院医療機関は、令和５年（２０２３年）４月現在、県内に１４病院、３診療

所、１３訪問看護ステーションがあります。また、令和４（２０２２年）１２

月３１日現在、指定入院者２４人、指定通院者１２人となっております。な

お、指定入院医療機関は県内にはありません。

原委員 〇

16
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（８）医療

観察法の対

象となった

方に対する

医療

ー

（一項目）

●平成１７（２００５）年７月に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の医療及び観察等に関する法律」が施行されており、同法で規定する指定

通院医療機関は、令和５（２０２３）年４月現在、宮城県に１４病院、３診療

所、１３訪問看護ステーションがあります。なお、指定入院医療機関は宮城県

にはありません。

（意見）

・県立精神医療センターに医療観察法病棟を新設するかについては、5年前の

「あり方検討会」において、「現状では宮城県に急いで整備すべき状況にはな

い」という認識になりました。そのことを確認して記載するのがよいと考えま

す。

県内での医療観察法指定入院医療機関の整備については、必要性や整備にあ

たっての満たすべき事項（人員の配置や施設及び設備等）等の検討を要すると

考えております。そのため、第８次地域医療計画へは記載しないこととしま

す。
岡崎委員 ー

17
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（８）医療

観察法の対

象となった

方に対する

医療

ー

（記載なし） 三項目として追加

● 医療観察法病棟は、現在東北地方に3か所（花巻、鶴岡、矢吹）あります

が、その入院患者の約半数は宮城県民であり、遠方のために地域移行に困難を

生じている実態があります。今後、宮城県においても、医療観察法病棟の整備

について前向きに検討してまいります。

県内での医療観察法指定入院医療機関の整備については、必要性や整備にあ

たっての満たすべき事項（人員の配置や施設及び設備等）等の検討を要すると

考えております。そのため、第８次地域医療計画へは記載しないこととしま

す。

角藤委員 ×

18
【施策の方

向】

３精神科救

急医療体制
ー ー

（一項目）

●精神科救急については、精神科病院や精神科診療所、救命救急センター、救

急指定病院等と、警察や消防、市町村、保健所等の地域の関係機関との、十分

な連携・協力のもとに、初動体制を含めて役割分担を行い、宮城県立精神医療

センターや精神科救急医療参加病院等による２４時間３６５日の医療体制の充

実を図ります。

●精神科救急については、精神科病院や精神科診療所、救命救急センター、救

急指定病院等と、警察や消防、市町村、保健所等の地域の関係機関との、十分

な連携•協力のもとに、初動体制を含めて役割分担を行い行うとともに、宮城

県立精神医療センターやを常時対応型に指定し、精神科救急医療参加病院等の

輪番制による２４時間３６５日の医療体制の充実を図ります。

ご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

（修正後文案）

●精神科救急については、精神科病院や精神科診療所、救命救急センター、救

急指定病院等と、警察や消防、市町村、保健所等の地域の関係機関との、十分

な連携•協力のもとに、初動体制を含めて役割分担を行い行うとともに、宮城

県立精神医療センターや精神科救急医療参加病院等の輪番制及び常時対応型に

よる２４時間３６５日の医療体制の充実を図ります。

角藤委員 〇

19
【施策の方

向】

８医療観察

法における

対象への医

療

ー ー

（記載なし） 二項目として追加

● 医療観察法病棟の整備を前向きに検討します。

県内での医療観察法指定入院医療機関の整備については、必要性や整備にあ

たっての満たすべき事項（人員の配置や施設及び設備等）等の検討を要すると

考えております。そのため、第８次地域医療計画へは記載しないこととしま

す。

角藤委員 ×

3



当事者団体等説明会での御意見１

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 団体区分 反映有無

1
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（２）精神

障害にも対

応した地域

包括ケアシ

ステム

ー

（四項目）

●令和元（２０１９）年の退院患者の平均在院日数は１２１．８日で、全国平

均１１０．３日より長くなっています＊4。また、精神病床における入院後の

退院率を見ると、３か月時点で５８．６％、６か月時点で

７６．４％、１２か月時点で８６．１％であり、いずれも全国平均より低く

なっています。

・精神病院に入院されている方が長引いてしまっているということがあった

が、その要因は何なのかということを教えていただきたい。

入院期間が長引いている要因の一つに地域の受け皿不足があると考えておりま

す。地域移行に向けては、【取り組むべき施策】に「精神障害にも対応するグ

ループホーム等の退院後の受け皿の整備の促進」と記載しており、今後さらに

取組を強化してまいります。また、入院者訪問支援員の活用を通じて、入院中

の方の地域生活への移行を支援してまいりたいと考えております。

家族会 ー

2
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（５）多様

な精神疾患

等

①統合失調

症

（五項目）

●治療抵抗性統合失調症治療薬については、普及が進んでいる諸外国では、２

５～３０％の使用実績があるとされますが、国内における処方率は諸外国の１

０分の１未満と極めて低い状況です＊２。使用に当たっては、副作用への対策

として血液内科との連携が必要となります。なお、統合失調症の総患者数に占

める使用率は、全国平均では０．７９％、宮城県では０．３９％と、全国平均

と比較して低い状況にあります＊2。現在、東北大学病院を中心に、複数の精

神科医療機関との連携体制を構築することで、治療体制の拡充を図っています

が、今後、より身近な医療機関で治療が受けられる体制が求められています。

・治療抵抗性統合失調症の治療薬の使用率が全国より低いとのことですが、要

因としてはどのようなことが考えられるのか。

治療抵抗性統合失調症の治療薬の使用にあたっては、使用する医療機関・医

師・薬局が講習を受け、事前に「クロザピン患者モニタリングサービス

（CPMS）」に登録する必要があります。さらに、原則として１８週間の入院

管理下で投与を開始することが定められています。本県での使用率が全国より

低い要因の一つとして、治療抵抗性統合失調症について十分認知されていない

ことが考えられます。令和３年度から投与基準が緩和されたことから、より身

近な医療機関で治療を受けられる体制が期待されます。

家族会 ー

3
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（５）多様

な精神疾患

等

⑤発達障害

（記載なし） ・発達障害を障害として、または疾患として、医療計画の項目に入れるのは違

うのではないか。認知や関係づくりの面で特性のある方々であり、特性に対す

る周囲の理解や自己理解が進まないことにより、障害が生じて困り感が生まれ

るので、特性自体が疾患であると考えていただかない方がいい。

発達障害については、医療計画に関する国の指針において、「精神疾患」の中

の「児童・思春期精神疾患及び発達障害」という項目で位置付けられているこ

とから、本県の地域医療計画もそれに準じる形としております。発達障害に対

する正しい理解を社会に広めていくことの重要性についてはご指摘のとおりで

すので、今後も機会を捉えて普及啓発を進めてまいります。

家族会 ×

4
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（５）多様

な精神疾患

等

⑥依存症

（記載なし） ・高校生のeスポーツとギャンブル、ギャンブル依存との線引きは何か？eス

ポーツって名前が付くから、と家族も巻き込んで依存症に繋がる恐れがあり、

線引きが欲しいと考える。

ギャンブル等依存症の「ギャンブル等」の定義については、「法律の定めると

ころにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為」とさ

れているため、eスポーツは依存症とは区別して考えております。

近年は、ゲームやインターネット、FXなど、様々な「行為依存（プロセス依

存）」の進行が問題になっている状況もみられるため、依存症対策の取組の中

で、対応について検討してまいります。

家族会 ー

5
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（７）災害

精神医療

（一項目）

●宮城県で大規模な自然災害又は事故（以下「大規模災害等」という。）が発

生した場合や、県外で大規模災害等が発生し、災害対策基本法の規定に基づく

派遣要請があった場合に、被災地における精神科医療活動等の総合調整や精神

保健活動の支援等を行うため、宮城県災害派遣精神医療チーム調整本部を設置

します。調整本部は、被災情報の収集のほか、宮城県災害派遣精神医療チーム

（以下「宮城ＤＰＡＴ＊2」という。）の派遣の決定等を行います。

・ＤＰＡＴの構成員はどのような立場の方々で構成されているのか教えてくだ

さい。

ＤＰＡＴについて、構成員としては精神科の医師、そして看護師と調整役の通

常の事務職員など、3人ないし4人で構成されております。

家族会 ー

6

【精神疾患

の医療機能

の現況】

１精神医療

圏
ー ー

● 精神疾患の医療圏（精神医療圏）は、二次医療圏とあわせ、４圏域としま

す。なお、精神科救急医療圏域は全県１圏域とします。

●「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進するための取

組の圏域は、障害保健福祉圏域（７圏域）とし、地域の実情を勘案し、医療圏

の取組と連携します。

・医療圏と障害保健福祉圏域、４医療圏と７圏域の関係性、なぜその違いがあ

るのか？

医療圏は、県内の医療資源の現状と各医療圏での医療の完結を目指す方向か

ら、市町村や保健所圏域を越えた４圏域を設定しております。また、障害保健

福祉圏域は、患者の日常生活圏域においてサービス等を受けられるよう、患者

に身近な市町村、その市町村をサポートする保健福祉事務所（保健所）単位の

７圏域を設定しております。

県民に対し、医療提供と日常生活圏域での障害福祉サービス等の提供が必要で

あるため、二つの圏域の考え方・相互の取組の連携が必要と考えております。

当事者 ー

7
【目指す方

向】
ー ー ー

（一項目目）

●　精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこ

とができるように、精神科医療機関やその他の医療機関、障害福祉サービス事

業所、保健所、市町村などが連携することで、医療、障害福祉・介護、住ま

い、社会参加、教育などを包括的に確保する「精神障害にも対応した地域包括

ケアシステム（にも包括）」の構築を推進します。

（意見）

・方向の一つである「にも包括」の推進と、県が進める県立精神医療センター

の移転の方針はそぐわないのではないか。名取市で構築された「にも包括」を

壊す方向ではないか。

・計画に記載するような、精神疾患患者が暮らしやすい方向で計画を考えてほ

しい。

「にも包括」の推進にあたっては、日常生活圏域を基本に市町村を中心として

進めるとともに、個別支援の積み重ねから表出してきた地域課題について保

健・医療・福祉関係者等による協議の場で議論し、解決することが重要である

と考えております。引き続き、これまでの連携体制を踏まえて、精神障害者の

ニーズや地域課題を共有しながら、市町村を中心とした体制の整備を支援して

まいりたいと考えております。

当事者 ー

8
【取り組む

べき施策】

１精神医療

保健サービ

スへのアク

セシビリ

ティと相

談・普及啓

発体制の充

実・強化

ー ー

（一項目）

●　こころの健康を保持し、うつ病等のこころの不調に早期に気づき、適切に

対処するために、市町村や保健所、精神保健福祉センターは、医療機関等の協

力を得て、あらゆる世代の住民に向けた精神疾患に関する正しい知識の普及啓

発に努めます。

（四項目）

●　若年者とその家族が利用できるこころの問題に関する相談機関や医療機関

等に関する情報提供、学校における正しい知識（精神疾患は誰もがかかり得る

病気であること等）の普及啓発、教員等に対する研修や支援等を充実し、早期

に支援や治療につながる体制整備を推進します。

・精神疾患患者は、変な人とかおかしい人とか、やっぱりまだまだ偏見がある

かと思う。風邪や腹痛と同様に、精神疾患等も垣根の低い受診ができるように

なるとよい。

ご意見を踏まえ、下記のとおり追記します。

（追加文案（二項目））

●精神疾患に対する差別や偏見が無くなるよう、心のサポーター（精神疾患へ

の正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚等に対

する傾聴を中心とした支援者）を養成し、精神疾患に係る普及啓発を進めま

す。
当事者 〇

4



当事者団体等説明会での御意見２

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 団体区分 反映有無

9
【取り組む

べき施策】

１精神医療

保健サービ

スへのアク

セシビリ

ティと相

談・普及啓

発体制の充

実・強化

ー ー

（二項目）

●住民が利用しやすいよう相談機関や医療機関に関する情報提供を行うととも

に、市町村や保健所、精神保健福祉センターにおける本人や家族、関係者への

相談体制を充実・強化します。あわせて、精神保健に課題を抱える者も含めた

住民の精神保健医療福祉上のニーズに対応するため、住民に身近な市町村にお

ける相談支援体制の整備を推進します。

相談体制の情報は患者に届きにくい。相談機関にどのようなところがあるの

か、情報発信の強化をお願いしたい。

宮城県精神保健福祉センターにおいて、相談機関一覧「つながりを信じて」の

パンフレットを作成し、ホームページにも掲載しております。また、仙台市に

おいても「精神保健福祉ハンドブック」のパンフレットを作成するほか、仙台

市精神保健福祉総合センターにおいて「ひとりで悩まず、まずは相談を。（相

談機関一覧）」をホームページに掲載しております。ご意見を踏まえ、下記の

とおり修正します。

（修正文案）

●住民が利用しやすいよう、様々な手段による相談機関や医療機関に関する情

報提供を行うとともに発信を強化し、市町村や保健所、精神保健福祉センター

における本人や家族、関係者への相談体制を充実・強化しますの充実をを図り

ます。あわせて、精神保健に課題を抱える者も含めた住民の精神保健医療福祉

上のニーズに対応するため、住民に身近な市町村における相談支援体制の整備

を推進します。

家族会 〇

10
【取り組む

べき施策】

１精神医療

保健サービ

スへのアク

セシビリ

ティと相

談・普及啓

発体制の充

実・強化

ー ー

（二項目）

●住民が利用しやすいよう相談機関や医療機関に関する情報提供を行うととも

に、市町村や保健所、精神保健福祉センターにおける本人や家族、関係者への

相談体制を充実・強化します。あわせて、精神保健に課題を抱える者も含めた

住民の精神保健医療福祉上のニーズに対応するため、住民に身近な市町村にお

ける相談支援体制の整備を推進します。

・情報発信についての手段はネットが中心なのか。そもそも相談窓口について

分からない方もいると思うので、郵送でチラシを配布してはどうか。

必ずしもインターネットが中心というわけではなく、様々な手段で相談につな

がりやすい周知ができればと考えております。ご意見を踏まえ、下記のとおり

修正します。

（修正文案）（№9同様）

●住民が利用しやすいよう、様々な手段による相談機関や医療機関に関する情

報提供を行うとともに発信を強化し、市町村や保健所、精神保健福祉センター

における本人や家族、関係者への相談体制を充実・強化しますの充実を図りま

す。あわせて、精神保健に課題を抱える者も含めた住民の精神保健医療福祉上

のニーズに対応するため、住民に身近な市町村における相談支援体制の整備を

推進します。

家族会 〇

11
【取り組む

べき施策】

１精神医療

保健サービ

スへのアク

セシビリ

ティと相

談・普及啓

発体制の充

実・強化

ー ー

（二項目）

●住民が利用しやすいよう相談機関や医療機関に関する情報提供を行うととも

に、市町村や保健所、精神保健福祉センターにおける本人や家族、関係者への

相談体制を充実・強化します。あわせて、精神保健に課題を抱える者も含めた

住民の精神保健医療福祉上のニーズに対応するため、住民に身近な市町村にお

ける相談支援体制の整備を推進します。

・民間の団体とも連携を深めていくのは大事なこととは思うが、ネットでの情

報など真偽が不明な情報を鵜呑みにしてしまう危険も伴う。短絡的に薬をやめ

ればよいという情報を信じて、逆戻りになってしまう可能性もあるのでネット

は怖い。行政や支援機関など、きちんとした機関が軸になって患者へ情報発信

をしてほしい。

情報発信は非常に重要であると考えており、ネットでも情報が溢れる中、当事

者やご家族が振り回されないように、行政が情報発信をきちんと行っていくこ

と、また、医療機関においても新しい情報を発信していくことは非常に重要で

あると考えます。

情報収集・発信を担う拠点機能をもった医療機関を増やしていくこと、また、

保健所が医療機関等と連携して情報発信していく体制づくりなども必要と考え

ます。ご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

（修正文案）（№9同様）

●住民が利用しやすいよう、様々な手段による相談機関や医療機関に関する情

報提供を行うとともに発信を強化し、市町村や保健所、精神保健福祉センター

における本人や家族、関係者への相談体制を充実・強化しますの充実を図りま

す。あわせて、精神保健に課題を抱える者も含めた住民の精神保健医療福祉上

のニーズに対応するため、住民に身近な市町村における相談支援体制の整備を

推進します。

当事者 〇

12
【取り組む

べき施策】

１精神医療

保健サービ

スへのアク

セシビリ

ティと相

談・普及啓

発体制の充

実・強化

ー ー

（二項目）

●住民が利用しやすいよう相談機関や医療機関に関する情報提供を行うととも

に、市町村や保健所、精神保健福祉センターにおける本人や家族、関係者への

相談体制を充実・強化します。あわせて、精神保健に課題を抱える者も含めた

住民の精神保健医療福祉上のニーズに対応するため、住民に身近な市町村にお

ける相談支援体制の整備を推進します。

・民間の支援団体も増えてきているが、市町村より身近な民間団体と連携を強

化していくべきと考えるがどうか。

民間団体との協働につきましては、依存症や自死対策等、現在も様々な領域に

わたり取り組んでいるところです。今後は連携を強化し協働できるよう努めて

まいります。いただいたご意見を踏まえ、下記のとおり【目指す方向】を修正

します。

（【目指す方向】一項目）

●　精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこ

とができるように、精神科医療機関やその他の医療機関、障害福祉サービス事

業所、保健所、市町村、当事者団体などが連携することで、医療、障害福祉・

介護、住まい、社会参加、教育などを包括的に確保する「精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステム（にも包括）」の構築を推進します。

家族会 〇

5



当事者団体等説明会での御意見３

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 団体区分 反映有無

13
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●　精神科病院において、入院患者ができる限り早期に退院できるよう、病状

を改善するための支援や生活の安定に必要な支援を行います。また、令和６

（２０２４）年３月に策定した第７期宮城県障害福祉計画等と協調を図りなが

ら、退院促進の動機付けのためのピアサポーターの活用や、心のサポーターの

養成を通して、普及啓発を強化するとともに、関係機関間のネットワークを構

築し、人材育成を含めた退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進めるほ

か、精神障害にも対応するグループホーム等の退院後の受け皿の整備の促進や

入院者訪問支援員＊1の活用による地域生活への移行を支援し、精神障害にも

対応した地域包括ケアシステム構築の推進を図ります。

・「にも包括」の構築において、専門家が抱えて当事者のケアをする状況や地

域も専門家に任せておくという認識ではなく、地域住民、地域の支援者が入り

込んで互いをつないだり、地域を耕していくというような役割を担っていくべ

きと考える。

「にも包括」の構築においては、支援者の人材育成や社会資源の整備だけでな

く、ご意見をいただいたとおり、地域の理解やサポートを得ることも重要であ

ると考えております。

地域住民に対する普及啓発の効果的な取組として「心のサポーター」を養成

し、地域住民の理解や支えが得られるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。
当事者 ー

14
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●　精神科病院において、入院患者ができる限り早期に退院できるよう、病状

を改善するための支援や生活の安定に必要な支援を行います。また、令和６

（２０２４）年３月に策定した第７期宮城県障害福祉計画等と協調を図りなが

ら、退院促進の動機付けのためのピアサポーターの活用や、心のサポーターの

養成を通して、普及啓発を強化するとともに、関係機関間のネットワークを構

築し、人材育成を含めた退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進めるほ

か、精神障害にも対応するグループホーム等の退院後の受け皿の整備の促進や

入院者訪問支援員の活用による地域生活への移行を支援し、精神障害にも対応

した地域包括ケアシステム構築の推進を図ります。

・県立精神医療センター移転問題の肝は、名取周辺を除いて安心して住めるよ

うな地域がない、地域の暖かい目や寛容さがないことかと考える。移転の際に

は、移転先にも精神障害者が住みよい場所を作っていただきたと思うが、ほぼ

無理だろうと思うから反対している。

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことが

できるような地域づくりを進める「にも包括」の推進のためには、社会資源の

整備と合わせて、地域のあたたかい目や理解が必要であり、普及啓発が重要で

あると認識しています。【目指す方向】に記載のとおり、施策を推進してまい

ります。

また、地域住民の理解や支えが得られるよう、地域住民に対する普及啓発を効

果的な方法で実施していく取組として「心のサポーター」を養成する事業を次

年度より実施し、広く普及してまいりたいと考えております。

当事者 ー

15
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●（略）また、令和６（２０２４）年３月に策定した第７期宮城県障害福祉計

画等と協調を図りながら、退院促進の動機付けのためのピアサポーターの活用

や、心のサポーターの養成を通して、普及啓発を強化するとともに、関係機関

間のネットワークを構築し、人材育成を含めた退院後の生活に係る相談・支援

体制の整備を進めるほか、精神障害にも対応するグループホーム等の退院後の

受け皿の整備の促進や入院者訪問支援員＊1の活用による地域生活への移行を

支援し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築の推進を図ります。

・「にも包括」において、地域で支える体制を作っていくということだが、結

局は資源を増やしていくっていう話だと思う。社会資源がないから地域に出ら

れないというのが真実だと思うので、そこを県として考えていただきたい。

地域で支える社会資源については、【取り組むべき施策】に「精神障害にも対

応するグループホーム等の退院後の受け皿の整備の促進」と記載しており、今

後さらに取組を強化してまいります。障害福祉サービスについても、障害者福

祉計画等の関連する計画との協調を図りながら、整備を進めてまいりたいと考

えております。 当事者 ー

16
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●精神科病院において、入院患者ができる限り早期に退院できるよう、病状を

改善するための支援や生活の安定に必要な支援を行います。また、令和６（２

０２４）年３月に策定した第７期宮城県障害福祉計画等と協調を図りながら、

退院促進の動機付けのためのピアサポーターの活用や、心のサポーターの養成

を通して、普及啓発を強化するとともに、関係機関間のネットワークを構築

し、人材育成を含めた退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進めるほ

か、精神障害にも対応するグループホーム等の退院後の受け皿の整備の促進や

入院者訪問支援員＊1の活用による地域生活への移行を支援し、精神障害にも

対応した地域包括ケアシステム構築の推進を図ります。

・県でも、精神医療センターとか、四つの病院統合についてお話されています

が、やってみなければ分からないところもありますが、古い体質を打開すると

いうこともありますが、私だけが病気している訳ではなくて、周りにもいっぱ

い患者がいらっしゃるので、これまでの連携が崩されてしまうことに本当に不

安に思っている方が多いと思います。ですから、そういった面で「にも包

括」っていうのも、本当に具体的に分かりやすく説明していだきたい

「にも包括」の推進にあたっては、日常生活圏域を基本に市町村を中心として

進めるとともに、個別支援の積み重ねから表出してきた地域課題について保

健・医療・福祉関係者等による協議の場で議論し、解決することが重要である

と考えております。これまでの連携への影響ができるだけ少ないようにするた

めに、保健所や精神保健福祉センターにおいて市町村との協働により、精神障

害者のニーズや地域課題を共有しながら、市町村を中心とした体制の整備を支

援してまいりたいと考えております。

当事者 ー

17
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●精神科病院において、入院患者ができる限り早期に退院できるよう、病状を

改善するための支援や生活の安定に必要な支援を行います。（略）

・コロナ禍において、長期入院者の家族の面会が出来なかった。院内で顔を見

ながら患者と家族が話をできる仕組みにしてほしい。

新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、対面での面会を再開している医療

機関もありますが、感染対策上、医療機関ごとに面会のルールがある場合があ

ります。

精神科病院へのヒアリングを行うなど、引き続き面会の実施状況の把握に努め

てまいります。

家族会 ×

18
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●（略）退院促進の動機付けのためのピアサポーターの活用や、心のサポー

ターの養成を通して、普及啓発を強化するとともに、関係機関間のネットワー

クを構築し、人材育成を含めた退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進

めるほか、（略）

・ピアサポーターの活用は具体的にどういうことを考えているのか？もし自分

たちと同様の活動をするならば、サポーターへ報酬が出ればありがたい。

・ピアサポーターは当事者であり、病気を抱えて負担感がある中で活動してい

る。既に活動している団体への公的支援があればよい。

ピアサポーターの養成及び活動支援を行ってまいりたいと考えております。具

体的には「にも包括」の県全体の協議の場である「宮城県障害者自立支援協議

会精神障害部会」の場において事業の進め方を検討してまいりたいと考えてい

ます。

当事者 ー

19
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●（略）退院促進の動機付けのためのピアサポーターの活用や、心のサポー

ターの養成を通して、普及啓発を強化するとともに、関係機関間のネットワー

クを構築し、人材育成を含めた退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進

めるほか、（略）

・精神障害者問題は貧困問題でもある。ピアサポーターの養成講座等を行う際

には、医療的な知識ではなく、金銭問題等治療生活を送るために必要な知識の

習得ができるようにしてほしい。

ピアサポーターの養成については、精神保健福祉センターと協力し進めてまい

りたいと考えております。医療面だけでなく、治療費を含めた生活支援に関す

る知識の習得について検討してまいります。
当事者 ー

6



当事者団体等説明会での御意見４

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 団体区分 反映有無

20
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●（略）退院促進の動機付けのためのピアサポーターの活用や、心のサポー

ターの養成を通して、普及啓発を強化するとともに、関係機関間のネットワー

クを構築し、人材育成を含めた退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進

めるほか、（略）

・ピアサポーターの養成だけではなく、活動を支える体制づくりも必要と考え

る。

ピアサポーターの活動を支える体制づくりについては、「にも包括」の県全体

の協議の場である「宮城県障害者自立支援協議会精神障害部会」の場におい

て、ピアサポーターの活動支援を含め、進め方を検討してまいりたいと考えて

おります。
家族会 ー

21
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（二項目）

●（略）、保健サービス（保健所や市町村保健師の訪問等）や障害福祉サービ

スとともに、精神科病院や精神科診療所においても往診や訪問診療、訪問看

護、デイケア等、患者の状況に合わせた医療の提供を推進します。

【№29と重複】

・「にも包括」の項目の中に、家族が孤立して支えるのではなく、「アウト

リーチによる支援」を入れていただきたい。８０５０問題で親が動けなくなっ

ている方がとても多い。

いただいたご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

（修正文案）

●（略）、保健サービス（保健所や市町村保健師の訪問アウトリーチ支援等）

や障害福祉サービスとともに、精神科病院や精神科診療所においても往診や訪

問診療、訪問看護、デイケア等、患者の状況に合わせた医療の提供を推進しま

す。

家族会 〇

22
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（二項目）

●（略）、保健サービス（保健所や市町村保健師の訪問等）や障害福祉サービ

スとともに、精神科病院や精神科診療所においても往診や訪問診療、訪問看

護、デイケア等、患者の状況に合わせた医療の提供を推進します。

・将来的に家族心理教育の実施も考えていただきたい。 いただいたご意見を踏まえて、当事者の再入院防止などへの効果が期待されて

いるとされる家族心理教育につきまして、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。 家族会 ー

23
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（三項目）

●精神保健福祉法に規定する措置入院患者については、患者・家族を中心とし

て、精神科病院や精神科診療所、保健所、市町村、障害福祉サービス事業所等

の関係機関と連携し、退院後の支援体制を強化します。

・措置入院の情報を集積し、警察や消防が利用できるシステムができたら、消

防が搬送に迷わなくて済むのではないか。

個人の措置入院に関する情報は公表しておりません。措置入院を要すると思わ

れる場合には、精神保健福祉法に基づき関係機関へ調査をし対応しておりま

す。 家族会 ー

24
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（記載なし） ・ケア会議開催ごとに本人の状態が良くなっていった。本人にとって、医師や

支援者が本人を認めている場面が必要であり、病院の中でのケア会議の開催が

大事だと考える。精神科病院の中でのケア会議の開催を徹底してもらいたい。

ケア会議を行うことにより、ご本人・ご家族の意向確認が行えたり、退院に向

けての課題を明らかにできたり、退院までの準備を共有し，関係機関が役割分

担したり、退院後の支援体制を検討できたりするものと考えております。

入院していた患者さんが、退院後地域で安心して自分らしく生活ができるよう

にするために、入院中からケア会議を実施することが必要であると考えており

ます。ご意見を踏まえ、下記のとおり追記します。

（三項目として追加）

●患者の状態に応じて、適宜ケア会議を開催し、地域で支え合えるよう関係機

関と協働した支援体制を構築します。

家族会 〇

25
【取り組む

べき施策】

３精神科救

急医療体制
ー ー

（一項目）

●精神科救急については、精神科病院や精神科診療所、救命救急センター、救

急指定病院等と、警察や消防、市町村、保健所等の地域の関係機関との、十分

な連携・協力のもとに、初動体制を含めて役割分担を行い、宮城県立精神医療

センターや精神科救急医療参加病院等による２４時間３６５日の医療体制の充

実を図ります。

・24時間365日の相談体制の整備には、病床数や人員配置の拡充は必要と考え

る。

【現状と課題】に記載のとおり、緊急な医療を必要とする方のため、土曜日の

日中（午前９時～午後５時）は、精神科救急参加病院２６病院のうち１日１病

院、日曜日・祝日の日中（午前９時～午後５時）は、精神科救急医療参加病院

２６病院のうち１日２病院が当番病院として対応しています。通年夜間につい

ては、午後５時から翌９時まで、宮城県立精神医療センターが常時対応してい

ます。

家族会 ー

26
【取り組む

べき施策】

４身体合併

症治療
ー ー

（一項目）

●精神科病院や精神科診療所と一般医療機関の関係者との協議等を通して、身

体合併症治療を要する精神疾患患者へ適切な医療が提供されるよう医療体制の

整備を推進します。また、身近な地域で必要な治療が受けられるように地域ご

との医療連携や、治療抵抗性統合失調症の治療のための関係機関の連携を図り

ます。

・オーバードーズした際、かかりつけの精神科では救急搬送を受入れてもらえ

ず、搬送先決定まで一時間近くかかり三次救急医療機関へ搬送された。搬送翌

日には地元の医療機関で診てもらうよう言われた。地元の医療機関との連携も

大事。

【現状と課題】に記載のとおり、身体疾患治療の必要な精神疾患患者について

は、精神病床を有する一般病院（４病院）において、身体疾患を治療する科と

精神科の連携により総合的な治療が提供されておりますが、対応できる医療機

関が仙台医療圏に偏在しており、身近な医療機関での対応が困難な状況となっ

ています。医療体制の整備として一般病院や地域の中核病院と精神科病院や精

神科診療所との連携推進が求められています。

家族会 ー

27
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（１）統合

失調症
ー

（一項目）

●病気の早期発見、早期治療につながるように、市町村や保健所、精神保健福

祉センターにおける本人や家族、関係者への相談体制をより一層充実・強化し

ていきます。

・早期発見、早期治療のために、相談外来・相談窓口を増やし、内容も充

実させることが大事だと考える。

【取り組むべき施策】に記載のとおり、早期発見、早期治療のために、市町村

や保健所、精神保健福祉センターにおける相談体制をより一層充実・強化し、

重層的な相談体制を構築してまいります。
家族会 ー

28
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（１）統合

失調症
ー

（一項目）

●病気の早期発見、早期治療につながるように、市町村や保健所、精神保健福

祉センターにおける本人や家族、関係者への相談体制をより一層充実・強化し

ていきます。

・移送制度について、実際は動いておらず、家族は困っている。諸外国の動き

を研究し、問題が起きた場合に１週間以内に問題解決のためのチームがその家

庭に入る等のシステムが必要ではないか。他の支える仕組みを地域社会に作っ

た上で権利擁護、措置入院や移送制度を行うべきではないとの話になると考え

る。

ご意見を踏まえ、下記のとおり追記します。

（二項目として追記）

●地域に潜在化している精神保健に関する課題を抱える者に対しては、必要に

応じ、市町村、保健所、精神保健福祉センター等との連携のもとに、多職種に

よるアウトリーチ支援を行います。

家族会 〇

7



当事者団体等説明会での御意見５

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 団体区分 反映有無

29
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（１）統合

失調症
ー

（二項目）

●地域において継続治療が行えるように訪問看護や、市町村、保健所などによ

る相談や訪問のほか、精神科病院・精神科診療所との連携や障害福祉サービス

事業所など関係機関との連携により、重層的な支援体制の整備を推進します。

【№21と重複】

・「にも包括」の項目の中に、家族が孤立して支えるのではなく、「アウト

リーチによる支援」を入れていただきたい。８０５０問題で親が動けなくなっ

ている方がとても多い。

いただいたご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

（修正文案）

●地域において継続治療が行えるように訪問看護や、市町村、保健所などによ

る相談や訪問アウトリーチ支援のほか、精神科病院・精神科診療所との連携や

障害福祉サービス事業所など関係機関との連携により、重層的な支援体制の整

備を推進します。

家族会 〇

30
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（１）統合

失調症
ー

（三項目）

●治療抵抗性統合失調症に対して、統合失調症薬物治療ガイドラインに沿った

治療が必要なときに受けられるよう、地域の実情に応じた地域連携体制の構築

を推進します。

・医師にクロザピンの使用をお願いしたら断られた家族がいる。医学的な理由

があったかもしれないが、専門医がいても、クロザピンの使用が進まない気が

する。

治療抵抗性統合失調症の治療薬の使用にあたっては、使用する医療機関・医

師・薬局が講習を受け、事前に「クロザピン患者モニタリングサービス

（CPMS）」に登録する必要があります。さらに、原則として１８週間の入院

管理下で投与を開始することが定められています。本県での使用率が全国より

低い要因の一つとして、治療抵抗性統合失調症について十分認知されていない

ことが考えられます。令和３年度から投与基準が緩和されたことから、より身

近な医療機関で治療を受けられる体制が期待されます。

家族会 ー

31
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（４）児

童・思春期

精神疾患

ー

（記載なし） ・児童・思春期精神疾患の中に、「ネットゲーム依存」に関わること（普及啓

発など）を入れてほしい。対策の漏れや遅れにつながるため。

ゲーム依存を含めた行動嗜癖の普及啓発については、現在策定中の「ギャンブ

ル等依存症推進計画」において、教育現場における取組として進めていくこと

としております。いただいたご意見を参考に、普及啓発を進めてまいります。

家族会 ×

32
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（５）発達

障害
ー

●　乳幼児から成人期までのライフステージに応じて身近な地域で支援を受け

られる体制づくりのために、発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援

マネジャーを中心に支援者支援を進めます。

●　専門医の養成や、小児科医等のかかりつけ医を対象とした研修等を実施

し、発達障害を診断・診療できる体制を整備します。

●　発達障害の二次障害や強度行動障害等の問題に対応できるよう、精神科に

おける診療体制の充実、年齢によらず医療保健サービスを提供できる体制の整

備、保健・医療・教育・福祉など関係機関との連携を図ります。

・精神科や小児科の医師には、外側に現れてくる症状の治療も必要だが、その

背景にある特性の理解を深めることに力を入れていただきたい。

・発達障害は特性であり、そこから来る二次症状として統合失調症やうつ、摂

食障害、依存症等になる方もいるので、発達障害自体が治療対象ではなく、特

性が理解されていくことの方が課題であると考える。

国立精神・神経医療研究センターが主催する医師等を対象とした研修では、発

達障害の特性をテーマにしたプログラムも数多く組まれており、県が実施する

小児科医等のかかりつけ医を対象とした研修も国の研修をベースにしたものと

しております。二次障害の予防のために、引き続き、医師を含めた支援者が発

達障害の特性に関する正しい理解の促進が必要と考えております。ご意見を踏

まえ、下記のとおり修正します。

（修正文案）

●専門医の養成や、小児科医等のかかりつけ医を対象とした研修等を実施し、

発達障害をの特性に関する理解を広げ、適切に診断・診療できる体制を整備し

ます。

家族会 〇

33
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（６）依存

症
ー

（③ギャンブル等一項目）

●（略）、本人及びその家族が適切な支援につながることを目指し、普及啓発

の強化を図るとともに、相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制

を構築するための取組を推進します。

・ギャンブル依存症については、家族の正しい対応、家族の回復こそが当事者

の回復につながるため、家族支援についてもぜひ強調してほしい。

【施策の方向】に記載のとおり、本人及びその家族が適切な支援につながるこ

とを目指し、普及啓発等支援体制の構築に努めてまいります。
家族会 ×

34
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（６）依存

症
ー

（③ギャンブル等二項目）

●　ギャンブル等依存症に関連する問題に対応するため、医療、保健、福祉、

教育、法務、矯正等の関係機関や関係団体（GA＊3等）と連携体制の整備に取

り組みます。

ギャンブル依存症の背景には、金銭問題やうつ、自死、発達障害、ストレス等

複雑に関係した様々な要因がある。そのため、今後も関係機関との連携を強め

て対応してほしい。

ご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

（修正文案）

●ギャンブル等依存症に関連する問題に対応するため、医療、保健、福祉、教

育、法務、矯正等の関係機関や関係団体（GA＊3等）と連携体制の整備に取り

組みます。の連携による支援を推進します。

家族会 〇

35
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（６）依存

症
ー

（③ギャンブル等二項目）

●　ギャンブル等依存症に関連する問題に対応するため、医療、保健、福祉、

教育、法務、矯正等の関係機関や関係団体（GA＊3等）と連携体制の整備に取

り組みます。

・依存症は否認の病であるため、当事者が日頃関わる職場との連携や職場への

知識の啓蒙、啓発を進めてほしい。

ギャンブル依存症については、職場をはじめ広く正しい知識の普及啓発を行う

ことが必要と考えております。ご意見を踏まえ、下記のとおり追記します。

（三項目として追加）

●ギャンブル等依存症に携わる関係機関への正しい知識の普及啓発を図りま

す。

家族会 〇

36
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（７）高次

脳機能障害
ー

（一項目）

●（略）、身近な地域拠点の整備を推進します。

・地域支援病院はどのようにして決まるのか？

・県からの依頼ではなく、病院からの自発的な手上げもあり得るのか。

県が制定した「宮城県高次脳機能障害支援のための地域支援拠点病院の指定に

関する要綱」に指定基準を定めており、その基準に合致した病院を地域支援拠

点病院として指定しておりますが、指定基準に加え、各地域の状況や医療機関

の意見を踏まえながら、総合的に判断しております。

家族会 ー

37
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（７）高次

脳機能障害
ー

（一項目）

●（略）、身近な地域拠点の整備を推進します。

・現状で地域支援病院は２圏域に設置されているが、「取り組むべき施策」と

して全県域に設置することは考えていないのか。

医師不足が深刻化しており、全圏域での設置は困難な状況であることから、身

近な地域拠点整備を推進するという記載に留めております。今年度実施した医

療機関調査により、県内の高次脳機能障害に係る医療提供状況が明らかになっ

たため、調査結果を参考に、地域において適切な支援を受けられる体制の整備

を進めてまいります。

当事者 ー

38
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（９）てん

かん

（一項目）

●（略）また、病気への理解を深めるための普及啓発と相談体制の整備を推進

します。

・障害者雇用以外で働けるてんかん患者はたくさんいるが、社会全体の理解が

進んでいないため、面接にも進めない方がたくさんいる。社会全体、特に企業

に対する「就労できる」ことに関する普及啓発を入れてほしい。

普及啓発については、【取り組むべき施策】に記載しております。いただいた

ご意見を踏まえ、病気への理解を深めるための普及啓発を推進してまいりま

す。

当事者 ×

8



当事者団体等説明会での御意見６

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 団体区分 反映有無

39
【取り組む

べき施策】
６自死対策 ー ー

（一項目）

●自殺未遂者対策においては、精神科救急医療体制の充実を通じた良質かつ適

切な治療の実施やかかりつけ医から専門医につなげる医療連携体制の整備の推

進を図ります。

（二項目）

●宮城県と市町村が策定した計画に基づき、相互に連携して地域の実情に応じ

た取組を進めるとともに、新型コロナウイルス等の新興感染症の影響を踏まえ

た自死対策や子ども・若者及び女性への自死対策、職場におけるメンタルヘル

ス対策などの課題に重点的に取り組むことにより、宮城県の自死対策を更に推

進します。

・偏見などがありひきこもっていると、突然、自死とか考えてしまう。そう

いった時に安心して連絡できる、相談できる場所を具体的に見えるようにして

ほしい。

夜間の相談窓口として、「夜間こころの相談窓口事業」を実施しております。

引き続き、相談したい方がアクセスしやすいよう、普及啓発に取り組んでまい

りたいと考えております。相談窓口の周知について、下記のとおり修正しま

す。

（修正文案（【施策の方向】「１精神医療保健サービスへのアクセシビリティ

と相談・普及啓発体制の充実・強化」を修正））（№9同様）

●住民が利用しやすいよう、様々な手段による相談機関や医療機関に関する情

報提供を行うとともに発信を強化し、市町村や保健所、精神保健福祉センター

における本人や家族、関係者への相談体制を充実・強化しますの充実を図りま

す。あわせて、精神保健に課題を抱える者も含めた住民の精神保健医療福祉上

のニーズに対応するため、住民に身近な市町村における相談支援体制の整備を

推進します。

当事者 〇

40
【取り組む

べき施策】

７災害精神

医療
ー ー

（二項目）

●災害医療調整本部との連携・調整を図り、宮城県の災害対策として一体的な

対応を進められる体制の構築を進めます。

・災害時、被災地に早く人を届けられるよう、全国的なＤＰＡＴの組織と情報

交換を密にし、その地域の防災組織とつながるようにしてほしい。

ご意見を踏まえ、下記のとおり修正します。

（修正文案）

●ＤＰＡＴ事務局や災害医療調整本部との連携・調整を図り、宮城県の災害対

策として一体的な対応を進められる体制の構築を進めます。

当事者 〇

41 ー ー ー ー

（記載なし） ・県立精神医療センターの移転について、「移転については未定で、いつ計画

を見直すということを含んで８次計画を立てる」ということをきちんと文言で

明示してほしい。

第８次地域医療計画全体にかかる「第１編計画の策定　第４節計画期間及び計

画変更」に、下記のとおり記載しております。

（「第４節計画期間及び計画変更」冒頭）

　（略）なお、社会状況や保健医療を巡る環境が大きく変化したときや数値目

標の達成状況の評価等により計画変更が必要であると認めるときは、上記にか

かわらず随時見直しを行います。

家族会 〇

9



関係団体からの御意見

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 団体名 反映有無

1
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（２）精神

障害にも対

応した地域

包括ケアシ

ステム

ー

（二項目）

●宮城県で、精神病床のある病院は３６病院（うち精神病床を有する一般病院

は４病院）、総病床数は５，９４０床、その他精神科を標榜する病院・診療所

は７４か所、心療内科を標榜する病院・診療所（精神科標榜を除く）は１６か

所となっています。

総病床数5,940（R5.4.1現在）と第３編第２節基準病床数（Ｐ４２）図表３－

２－１に記載のある既存病床数6124（R5.9.30現在）とでは時点が違うので、

病床数の違いがあるという理解でよろしいか。

時点の違いではなく、出典・調査内容の違いになります。

・総病床数5,940（R5.4.1現在）

　→宮城県精神科入院医療機関状況調査（休床除く）

・既存病床数6124（R5.9.30現在）

　→宮城県病院名簿、診療所名簿（休床含む）

仙台保健福祉

事務所黒川支

所

ー

2
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（２）精神

障害にも対

応した地域

包括ケアシ

ステム

ー

【図表５-２-５-５】宮城県内の精神科病院・精神科診療所数、精神病床数 大崎保健所、石巻保健所には支署管内の数値が記載されているが、塩釜保健所

には支所管内の記載がない。整合性を保つためにも塩釜保健所、岩沼支所、黒

川支所管内の数値を記載してはいかがか。

医療圏を示す地域により記載しているため、塩釜保健所管内については、支所

の数値までは記載しないこととさせていただきます。

【参考（二次医療圏）】

仙南、仙台、大崎・栗原、石巻・登米・気仙沼

大和町 ×

3
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（３）精神

科救急医療

体制

ー

（五項目）

●精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健福祉法」とい

う。）による措置入院については、措置診察のための指定医の確保や入院先の

隔離室の確保が課題となっています。

（３）精神科救急医療体制のうち、措置入院は「入院先の隔離室の確保」が課

題なのか？そもそも「病床の確保」が課題なのではないのか？

措置入院を要する状態の方の入院に適した場所として、空床ではなく隔離室の

確保が必要であり、隔離室の空きが無いために入院先の調整が困難な状況があ

ると考えております。

仙台保健福祉

事務所黒川支

所

×

4
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（５）多様

な精神疾患

等

④児童・思

春期精神疾

患

（二項目）

●精神保健福祉センターでは、市町村や関係機関を対象に、若年者のメンタル

ヘルス対策の研修を継続的に実施しています。

精神保健福祉センターの若年者メンタルヘルス対策の研修は（６）自死対策と

して実施しているとの認識だったので、自死対策にも記載してはどうか。

多くの研修や幅広い相談等様々な取組が自死対策にも通じるものと認識してお

り、地域医療計画の自死対策の項目には方向性のみ記載しております。なお、

自死対策の具体的な取組については、自死対策計画に記載します。

仙台保健福祉

事務所黒川支

所

×

5

【精神疾患

の医療機能

の現況】

１精神医療

圏
ー ー

（一項目）

●精神疾患の医療圏（精神医療圏）は、二次医療圏とあわせ、４圏域としま

す。なお、精神科救急医療圏域は全県１圏域とします。

P42では精神病床は３次医療圏として全県域ととらえられているが、こちらで

二次医療圏の考え方が示されており、どのように解釈したらよいかわからな

い。

精神病床の基準病床数は、医療法施行規則第３０条の３０により都道府県の区

域ごとに算定することとされております。また、当県における三次医療圏は１

圏域であることから、都道府県全域と三次医療圏の区域は同じであり、全県一

区域の基準病床の設定となります。

ご意見の二次医療圏の取組については、地域の医療資源等の実情を勘案し、

医療機関相互の連携による精神疾患の医療提供体制の構築のための区域として

設定しており、基準病床数の考え方とは別のものとなります。

仙台保健福祉

事務所黒川支

所

ー

6
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（４）児

童・思春期

精神疾患

ー

（二項目）

●若年者のメンタルヘルスの維持や精神的問題や、不適応などに対応できるよ

うに、若年者のメンタルヘルスに関する研修の継続や、事例検討等により関係

職員の質の向上を図るとともに、医療と教育・福祉などの関係機関の連携を推

進します。

若年者のメンタルヘルスの維持や精神的問題や、不適切な～　の文章につい

て、「や」が続いているので、若年者のメンタルヘルスの維持や精神的問題及

び、不適切な～に変えてはいかがか。

ご意見を踏まえ、下記の通り修正します。

（二項目）

●若年者のメンタルヘルスの維持や精神的問題や、及び不適応などに対応でき

るように、若年者のメンタルヘルスに関する研修の継続や、事例検討等により

関係職員の質の向上を図るとともに、医療と教育・福祉などの関係機関の連携

を推進します。

仙台保健福祉

事務所黒川支

所

〇

7
【取り組む

べき施策】
６自死対策 ー ー

（二項目）

●自殺未遂者対策においては、精神科救急医療体制の充実を通じた良質かつ適

切な治療の実施やかかりつけ医から専門医につなげる医療連携体制の整備の推

進を図ります。

かかりつけ医から専門医につなげる医療連携体制の整備とあるが、救急医療機

関（身体科）から精神科専門医療機関につなげる医療体制の整備の方が重要で

はないか。

県においては、どちらの体制整備も重要と考えており、「精神科救急医療体制

の充実」として記載しております。
仙台保健福祉

事務所黒川支

所

×

10



パブリックコメントでの御意見１

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 個人・団体の別 反映有無

1
【現状と課

題】

１宮城県の

精神疾患と

こことの健

康の現状

ー ー

（三項目）

●令和４年国民生活基礎調査で、悩みやストレスありと回答した人の割合は、

宮城県で４７．６％であり、全国の４６．１％を上回っています。（４７都道

府県中５番目に高い）

（四項目）

●宮城県における精神疾患とこころの現状について、東日本大震災や社会情勢

の影響も含め、多角的に実態を把握して、関係機関が連携することにより、対

策を立てることが必要です。

受診する患者数は年々増加しているとされている。宮城県は悩みやストレスあ

りとの回答者が全国平均より高い。中間案では、「実態把握し、関係機関が連

携することにより、対策を立てる」としている。医療機関の不足は明らかであ

る。精神科診療の拡充に取り組む必要がある。

医療機関の不足については、地域医療構想や「第９編外来医療に係る医療提供

体制の確保」等を踏まえ、需要と供給のバランス、県内の医療機関や医師の偏

在等と踏まえた対応の検討が必要と考えております。ご意見のとおり精神科診

療の拡充は必要と考えておりますので、現在の県内の医療資源を鑑み、医療機

関の機能分化・連携による精神科医療の拡充を進めてまいります。
個人 ×

2
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（１）精神

医療保健

サービスへ

のアクセシ

ビリティと

相談・普及

啓発体制

ー

（一項目）

●（略）また、重症化してしまうと、長期の入院が必要となってしまう場合も

あります。一方で、精神科医療機関受診の新規予約が困難で、県民が必要な精

神医療保健サービスを受ける機会を得ることに苦労することが多いという声も

あります。そのため、宮城県の診療体制の調整、整備に加え、不調を感じた本

人や家族が早期に相談や受診ができる体制を整備することが必要となっていま

す。

「新規予約が困難で、精神医療保健サービスを受ける機会を得ることに苦労」

と指摘し「診療体制の調整整備、早期に相談や受診ができる体制を整備するこ

とが必要」としている。余りにも具体的でない。一番の問題は医療機関の不足

であろう。医療機関の造設計画を立て、更に国の医療削減に反対する必要があ

る。

医療機関の不足については、地域医療構想や「第９編外来医療に係る医療提供

体制の確保」等を踏まえ、需要と供給のバランス、県内の医療機関や医師の偏

在等と踏まえた対応の検討が必要と考えております。早期の相談や受診ができ

るよう、普及啓発や相談体制を整備するとともに、診療体制の整備を進めてま

いります。

個人 ×

3
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（５）多様

な精神疾患

等

①統合失調

症

（四項目）

●患者数の増加と地域移行の推進により、地域での継続治療を受ける機会が更

に増えることから、精神科病院や精神科診療所と、訪問看護ステーション、相

談支援事業所、障害福祉サービス事業所等とが円滑に連携を図り社会復帰を支

援する体制がより重要となります。

　精神疾患は慢性化しやすい病気であり、治療と社会復帰を進めるためには、

通院先の病院を中心とする「共生の地域社会」が必要である。病院を中心とす

る半径5kmの通院圏内に社会復帰施設と医療サービス等が整備されることと、

地域社会の理解・支援が必要であり、その整備には長い時間と官民の努力が必

要となる。

　その点から、県立精神医療センターの富谷市移転は唐突である。移転するな

らば医療機関のみならず、福祉関連の施設の設置も考えなければいけない。

　連携を言う前に、移転計画に対してもっと時間と予算を掛けて検討すべきと

提言すべきではないか。少なくとも、差別と苦情の課題が生じることを踏まえ

て記すべき。

「にも包括」の推進のためには、地域社会の理解が必要であり、普及啓発が重

要であると認識しています。引き続き、これまでの連携体制を踏まえて、精神

障害者のニーズや地域課題を共有しながら、市町村を中心とした体制の整備を

支援してまいりたいと考えております。併せて、地域で支える社会資源につい

ては、【取り組むべき施策】に「精神障害にも対応するグループホーム等の退

院後の受け皿の整備の促進」と記載しており、障害福祉計画との協調を図りな

がら、今後さらに整備を強化してまいります。併せて、下記のとおり追記しま

す。

（【取り組むべき施策】１精神医療保健サービスへのアクセシビリティと相

談・普及啓発体制の充実・強化（二項目））

●精神疾患に対する差別や偏見が無くなるよう、心のサポーター（精神疾患へ

の正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚等に対

する傾聴を中心とした支援者）を養成し、精神疾患に係る普及啓発を進めま

す。

　なお、県立精神医療センターの建替・移転に係る保健医療を巡る環境の変化

については、第８次地域医療計画全体にかかる「第１編計画の策定　第４節計

画期間及び計画変更」に、下記のとおり記載しております。

（「第４節計画期間及び計画変更」冒頭）

　（略）なお、社会状況や保健医療を巡る環境が大きく変化したときや数値目

標の達成状況の評価等により計画変更が必要であると認めるときは、上記にか

かわらず随時見直しを行います。

団体 〇

4
【目指す方

向】
ー ー ー

（一項目）

●精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこと

ができるように、精神科医療機関やその他の医療機関、障害福祉サービス事業

所、保健所、市町村、当事者団体などが連携することで、医療、障害福祉・介

護、住まい、社会参加、教育などを包括的に確保する「精神障害にも対応した

地域包括ケアシステム（にも包括）」の構築を推進します。

（二項目）

●統合失調症、うつ病・躁うつ病、認知症、児童・思春期精神疾患、依存症な

どの多様な精神疾患等ごとに、患者のニーズに対応した医療の実現が図られる

よう、医療機関、保健所、市町村などの連携体制の整備を推進します。

2点を目指す方向として上げている。「精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステム」の構築と医療機関・保健所・市町村などの連携体制の整備である。

この2点の構築・整備は必要である。しかし、医療機関、（専門）医師の不足

に対する取組は示していない。医療提供体制に取り組まず、それを避けてい

る。改めて検討してほしいし、国に対し必要な要望をしてほしい。

医療機関の不足については、地域医療構想や「第９編外来医療に係る医療提供

体制の確保」等を踏まえ、需要と供給のバランス、県内の医療機関や医師の偏

在等と踏まえた対応の検討が必要と考えております。精神疾患の節において

は、現在の県内の医療資源を鑑み、目指す方向の実現に向け、医療提供体制の

確保に関する事項を記載しております。いただいたご意見も念頭に、今後の施

策を検討してまいります。
個人 ×

5
【取り組む

べき施策】

２精神障害

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの推進

ー ー

（一項目）

●精神科病院において、入院患者ができる限り早期に退院できるよう、病状を

改善するための支援や生活の安定に必要な支援を行います。また、令和６（２

０２４）年３月に策定した第７期宮城県障害福祉計画等と協調を図りながら、

退院促進の動機付けのためのピアサポーターの活用や、心のサポーターの養成

を通して、普及啓発を強化するとともに、関係機関間のネットワークを構築

し、人材育成を含めた退院後の生活に係る相談・支援体制の整備を進めるほ

か、精神障害にも対応するグループホーム等の退院後の受け皿の整備の促進や

入院者訪問支援員の活用による地域生活への移行を支援し、精神障害にも対応

した地域包括ケアシステム構築の推進を図ります。

長期入院している精神障害者の地域移行には、中間案に示されている施策が必

要である。その上で、住まい、生業、医療の3つの課題ある。

住まいや生業については、地域の理解が必要である。治療の継続が必要な障害

者が多く、通院しやすく、救急の事態に対応しやすい地域である必要がある。

グループホーム、作業所数等を具体的に示す必要がある。

ご意見をいただいたとおり、「にも包括」の構築においては、地域の理解やサ

ポートを得ることも重要であると考えております。

地域住民に対する普及啓発の効果的な取組として「心のサポーター」を養成

し、地域住民の理解や支えが得られるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

地域で支える社会資源については、【取り組むべき施策】に「精神障害にも対

応するグループホーム等の退院後の受け皿の整備の促進」と記載しており、今

後さらに取組を強化してまいります。障害福祉サービスについても、障害者福

祉計画等の関連する計画との協調を図りながら、整備を進めてまいりたいと考

えております。

個人 ー

11



パブリックコメントでの御意見２

№ 大項目 中項目 小項目① 小項目② 中間案（パブコメ時） 御意見 県の考え方 個人・団体の別 反映有無

6
【取り組む

べき施策】

３精神科救

急医療体制
ー ー

（二項目）

●精神科病院や診療所が、かかりつけ医として自院の患者や家族からの医療相

談を行う体制や、精神科救急情報センター等からの問い合わせに、夜間や休日

に対応できる救急体制を推進します。

仙台医療圏外にも、夜間救急に対応できる病院を配置することは、急務であ

る。

精神科救急医療圏は県内１圏域としておりますが、いただいたご意見も念頭

に、計画に記載のとおり、県内全域で夜間や休日にも対応できる救急体制を推

進してまいります。
個人 ー

7
【取り組む

べき施策】

４身体合併

症治療
ー ー

（一項目）

●精神科病院や精神科診療所と一般医療機関の関係者との協議等を通して、身

体合併症治療を要する精神疾患患者へ適切な医療が提供されるよう医療体制の

整備を推進します。また、身近な地域で必要な治療が受けられるように地域ご

との医療連携や、治療抵抗性統合失調症の治療のための関係機関の連携を図り

ます。

身体合併症を持つ患者を精神科病棟の入院とするか合併症の診療科の入院にす

るかは、状態によって異なる。精神科と当該診療科のある病院で診療にあたる

のが望ましい。

仙台医療圏外でもそのような病院を配置することは急務である。

いただいたご意見も念頭に、計画の記載のとおり、身近な地域で必要な治療が

受けられるように地域ごとの医療連携を推進してまいります。

個人 ー

8
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（１）統合

失調症
ー

（二項目）

●地域において継続治療が行えるように訪問看護や、市町村、保健所などによ

る相談や訪問のほか、精神科病院・精神科診療所との連携や障害福祉サービス

事業所など関係機関との連携により、重層的な支援体制の整備を推進します。

　患者の多くは、慢性化し地域で療養生活をしながら、快復と社会復帰を目指

している。親と生活する精神障害が多く、精神障害者の家族の負担は大きなも

のである。

　多くの精神障害者が家族と同居している現状において、アウトリーチの手法

によって、家族を支援し家族関係を幸せにするよう提言すべき。今後、高齢化

する親世代が多くなり、居宅介護も増えるので、次の10年においてはアウト

リーチが重要・有効になってくる。また、「みんなねっと」の活動である「家

族による家族学習会」も家族関係を改善し、病気治療にも役立つ手法であるた

め、できればひと言触れていただき、今後の県の活動にもつなげてほしい。

ご意見を踏まえ、下記のとおり追記・修正します。また、「家族による家族学

習会」の活動についてのご意見も念頭に、今後の施策を検討してまいります。

（二項目として追記）

●地域に潜在化している精神保健に関する課題を抱える者に対しては、必要に

応じ、市町村、保健所、精神保健福祉センター等との連携のもとに、多職種に

よるアウトリーチ支援を行います。

（三項目）

●地域において継続治療が行えるように訪問看護や、市町村、保健所などによ

る相談や訪問アウトリーチ支援のほか、精神科病院・精神科診療所との連携や

障害福祉サービス事業所など関係機関との連携により、重層的な支援体制の整

備を推進します。

団体 〇

9
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（５）発達

障害
ー

（三項目）

●専門医の養成や、小児科医等のかかりつけ医を対象とした研修等を実施し、

発達障害を診断・診療できる体制を整備します。

（四項目）

●発達障害の二次障害や強度行動障害等の問題に対応できるよう、精神科にお

ける診療体制の充実、年齢によらず医療保健サービスを提供できる体制の整

備、保健、医療、教育、福祉など関係機関との連携を図ります。

「対応可能な医療機関数は十分とはいえない」と指摘している。「専門医の確

保」を課題とするに止めず、具体的な取組を示す必要がある。発達障害に類似

した症状は、貧困が深く関わっている可能性が高い。取組によって防げる症状

である。

県では、平成30年度から、小児科医等のかかりつけ医を対象とした発達障害

に関する研修を開催する他、専門医の育成のための実地研修等を実施しており

ます。引き続き、どの地域でも一定水準の医療を受けられるようにするために

専門医の確保やかかりつけ医等のスキルアップに努めてまいります。

発達障害と類似した症状については、いただいたご意見も念頭に置きながら、

関係課室とも協議し、個別の施策の中で対応してまいります。

個人 ×

10
【現状と課

題】

２医療提供

体制の現状

と課題

（５）多様

な精神疾患

等

⑥依存症

（三項目）

●令和元（２０１９）年度に依存症専門医療機関及び治療拠点機関として東北

会病院を選定しましたが、遠方の地域では治療を受けられない場合があること

が課題となっており、治療拠点機関と相談拠点機関等の専門性の高い相互連携

によって補完することが必要です。（略）

「専門医療機関及び治療拠点機関として東北会病院を指定したが、遠方の地域

では治療をうけられない場合」が課題であると指摘している。他の疾患でも指

摘したが、相互連携の方針だけでは補完は困難と思われる。

令和6年度からのアルコール健康障害対策推進計画及びギャンブル等依存症対

策推進計画において、専門医療機関の数を新たに選定することを重点目標の指

標に掲げております。選定に向けて検討及び調整を行うとともに、計画本文に

記載のとおり、専門性の高い相互連携により補完してまいりたいと考えており

ます。

個人 ー

11
【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（６）依存

症

③ギャンブ

ル等

（二項目）

●ギャンブル等依存症に関連する問題に対応するため、医療、保健、福祉、教

育、法務、矯正等の関係機関や関係団体（GA＊3等）と連携体制の整備に取り

組みます。

ギャンブル等依存症に関連する問題に対応するために連携する関係団体の注釈

として（GA等）と記載されているが、自助グループのGA（当事者）やギャマ

ノン（家族）は安全と安心の確保の為に匿名で活動し、他の組織との連携を絶

ち、意見も持たないことがルールとなっていることから、問題に対応する積極

的な連携は望めない。

　ギャンブル依存症が依存症群の中でも金銭問題に突出した特徴が有り、凶悪

な問題にもなる病気であること、その病態が病気の症状と（本人も周囲も）認

知し難く、社会的な誤解が払拭できていないのが実情であり、こうした病態の

特殊性から、GAやギャマノンのルールでは、直接・間接ともに公的・私的関

係機関や団体との密接な連携が取れない課題があり、「全国ギャンブル依存症

家族の会」が発足され、各県に地元で関係機関や団体と連携して問題に取り組

む団体が活動している。

　以上より、GAを代表的に表記するのは県民への正しい理解の普及の為には

適格とは言えるが、カッコ内の関係団体の記載を（ギャンブル依存症家族の会

等）と見直して頂きたい。あるいは、＊3の欄外注釈に、GAの説明に加えて

「ギャマノン」と「ギャンブル依存症家族の会」を追記してほしい。

ギャンブル等依存症の関係団体については、アルコール依存症、薬物依存症に

合わせて、主な団体として当事者団体について名称を記載しております。

主な団体として本文では当事者団体を記載しておりますが、当事者団体だけで

なく、家族会との連携も大変重要と考えており、令和６年３月に新たに策定す

る計画に基づき、ギャンブル等依存症の本人及び家族が適切な支援につながる

ことを目指し、連携体制の整備に取り組んでまいりたいと考えています。

団体 ×
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【取り組む

べき施策】

５多様な精

神疾患等

（８）摂食

障害
ー

（一項目）

●「摂食障害治療支援拠点病院」を中心に、病気の正しい知識の普及啓発を行

うとともに早期に医療につながるための体制づくりを推進します。

中間案は「摂食障害を診療する医療機関は宮城県に少ない」と指摘している。

中間案では「知識の普及啓発」「早期に医療につながるための体制作り」「専

門医を紹介するなど医療機関の役割を明確にする」などが示されている。最も

必要なのは医療機関の充実である。

いただいたご意見も念頭に、計画の記載のとおり、医療連携体制の構築を進め

てまいります。
個人 ×
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